
『名公書判清明集』に見 る

中国宋代の 「立継」習俗

夏 宇 継

『名公書判清 明集』(以 下 『清明集 』 と略 す)は,南 宋後期 の上級 地方官 た

ちが書 き残 した判決集 であ る。宋史研究 の貴 重 な史料 であ る とともに
,宋 代

の民俗研究 において も信頼 しうる資料 であ る。 なぜ な ら 「各判決が,み な当

時の社会生活の中で実際に発生した具体的事実を映 し出していぎ」からであ

る。 『清 明 集 』 に 収 め られ て い る判 決 文 は,時 代 的 に は そ の ほ と ん どが

1210～60年 の50年 間 の もの で あ り,地 域 的 に は今 日の 江 蘇 ,漸 江,江 西,湖

北,湖 南,広 東,広 西,福 建 な どに お け る もの で あ る。全 書 は14巻 ,7の 門
2)

(大項 目)に 分 かれ ている。

今 回 「立 継」,す なわ ち後継 ぎの養子 を立 て る習俗 にっいて述べ るわ けだ

が・ 『清明集』 の うち家族 関係 に関わ るのが 「戸婚門」 「人倫門」の2門
,計

7巻 で あ る。 「戸婚 門」 中の 「立継類 」(類 は小項 目)に は32条 の判 決文が収

録 され,付 録 中の立継 に関 す る3条 を加 える と,合 計35条 とな る。 この35条

の判決文 が書 き及 ぶ人物 は,ほ とん どが庶民 で ある。 その中にはわ ずか な田

畑,家 屋 しか持 た ない小戸(財 産 は少 ないが,普 通 の生 活がで きる程度 の家)

や,千 ムー(1ム ー は6.667ア ール)以 上 の土地 と下男下女 を有 す る金持 ち も

いた し,た また ま故人 の県丞(官 名)や 存命 中の通仕郎(官 名)な ど庶民 生

活 に近 い下級 宮吏の家 も含 まれ ていた。

全書 を通読 す る と,七 百年 前,南 宋王朝統治下 の社会生 活の情景 が一 つ一
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っ あ りあ り と目 に浮 か ぶ 。 その 中 の い くつ か の習 俗 は,多 少 形 式 が 変 わ っ た

とは い え,今 日の 現 実 生 活 の 中 に依 然 として残 って い る。本 文 は,立 継 を主

と した判 決 文 に よ り,宋 代 の立 継 習 俗 を探 る もの で あ る。

(一)立 継の伝承 につ いて

立継 は,古 い社 会規範 を源 とす る一種 の民俗事象 であ り,閉 塞 した 自然経

済 と依存 的関係 にある古 い家族構造 を支 えて きた支柱 の一つであ る。立継 の

伝承 は非常 に昔 か らあ り,宋 代以 前の文献 中 に も以 下の よ うな記載が見 られ

る。

如何 なる者が その後継 ぎになれ るか。同宗の者 な ら,そ の後継 ぎにな る
3)

こ とが で き る。 如 何 な る者 が(他)人 の 後 継 ぎ に なれ るか 。支 子 が よ い。

(『儀 礼 』 喪 服 ・子 夏伝)

神 は その 一族 で な い者 の 祭 りを受 けず,明 らか に異 姓 の祭 るべ き と ころ

で は な い。 しか し,世 の人 は後 継 ぎが な い場 合,異 姓 を引 き取 っ て 自 ら

の後 継 ぎ とす る。(後 漢 ・呉 商 『異 姓 為 後 議 』)

子 が な けれ ば,人 の 子 を養 育 してi亡 くな った者 の後 継 ぎ にす る,… …

一人 を越 え て は な らな い。(『晋 令 』)
4}

お よそ子 が な い場 合 は,同 宗 の 昭 穆相 当 の 者 を養 育 す る こ とを ゆ るす 。

(『唐 令 』)

捨 て子 が 三歳 未 満 な らば,異 姓 とはい え,引 き取 って 養子 にす る,す な

わ ち其 の 姓 に従 う こ とをゆ るす 。(『唐律 疏 議 』)

上 記 の引 用 か ら,っ ぎの こ とが 言 え る。

1,立 継 問題 に おい て,長 い間,上 層 貴 族 にせ よ下 層庶 民 にせ よ,同 宗 の

支 子 を立 て る こ とを主 として きた。 法 令 も,一 定 の 条件 下 で,異 姓 を後 継 ぎ

にす る こ とを許 可 して い る。

2,『 晋 令 』 と 『唐 令 』は,昔 か ら存 在 す る立 継 習 俗 を肯 定 し,封 建 家 族 の
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継続 を保護 した。 そ して宋代 におい て も 『唐令』が踏襲 された。 『清明集』の

判決 中 には,立 継 ・命継 ・同姓 あ るいは異姓 を立 てるな どに対 して,明 確 な

説明 と具体的 な分析 がな され ている。

それ では,立 継習俗 は,な ぜ長 い間衰 える こ とが なか ったのか,『 清 明集』

は この理 由 につ いて も以下 の ように明 らか に してい る。

1,祖 先 の祭 りを継承 する必要が あ った

『清明集』「立継類 」の判決 のなかで,「 孝 に達 す る ことは先祖 を継承 す る こ

とに在 る」「後 継 ぎ を立 て与 え る は,先 祖 に祭 りを奉 ず るた めで あ る」(210貴)

と指摘 して い る。 この こ とか ら,封 建 宗 法 観 念 が 支 配 的地 位 を 占 め て い る社

会 にお い て,後 継 ぎの な い者 が 「不 孝 に は三 つ あ るが,後 嗣 の な い こ とが 大

で あ る」(『儀 礼 』 喪 服)と い う重 い責 任 か ら逃 れ るた めの 手 段 として,立 継

はや は り昔 か らの実 行 可 能 な 方 法 で あ っ た とい え る。 そ して ,立 継 に よっ て

いつ か 自分 も歴 代 の祖 先 の後 につ いて祭 祀 を受 け る こ とが 出来 る よ うに な る

の だ。

2,家 を支 え る必 要 と,子 を養 う こ とに よ り老後 に備 え る必 要 が あ っ た

『清 明 集 』の一部 の判 決 は,七 百 余 年 も前 の宋 代 社 会 に,「 生 活 が や や裕 福 」

で 後 継 ぎの な い家 が しば しば一族 の 者 か ら分 不 相 応 の要 求 を され て い た こ と

を記 して お り,こ の こ と も,彼 ら に立 継 を考 え させ た現 実 的 な原 因 で あ る こ

とを我 々 に教 えて くれ る。 この よ うな家 庭 で は,一 旦 立継 が 確 か な もの とな

れ ば,「 これ で 分 を わ き ま えぬ 望 み は塞 が れ,争 い心 は静 ま り」(267頁),安

寧 も得 られ,同 時 に養子 が親 の そ ば に仕 え る喜 び も得 られ る。

養 子 に立 て られ た者 が 嬰 児 や幼 児 で あ ろ う と も,そ の子 は父母,家 族,隣

近 所 か らその 家 の 未 来 の主 人 とみ な され る。そ して成 人 す る と,「家 を守 る こ

とが 望 まれ 」(226頁),「(父 母 や 祖 父母 が)生 きて い る うち は仕 え,死 ぬ と埋

葬 し,人 の子 の義 理 を尽 くす 」(216頁)の で あ る。

後 継 ぎの な い貧 しい家 で も,老 後 の た め に立 継 が 必 要 で あ る。 貧 しい家 で

は争 いの 元 に な る財 産 が な い の で,『 清 明 集 』 に は この類 の訴 訟 記 録 は な い。
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6)

『衰氏世範』 に はい くらかの記載 が ある。

(二)立 継者 と出継者

立 継 は,一 般 に祖 父 母 あ るい は父母 が 主宰 す る。 これ は代 々継 承 され て き

たや り方 で あ るだ けで な く,役 所 の法 令 に も明 確 に規 定 され て い る。『清 明 集 』

にお い て も,常 に 「法 にお い て,後 継 ぎ を立 て る こ とは,そ の 祖 父母,父 母

の命 に従 うべ きで あ る」(211頁),「 法 に お い て,夫 が 死 に妻 が 生 きて い る時

は,そ の 妻 の 意 向 に従 うべ きで あ る」(245頁)を 判 決 の根 拠 として お り,一 部

で は さ らに 「尊長(目 上 の人)と 官 吏 が や は り強 制 す べ きで は な い」(245頁)

と強 調 して い る。

出継 者 とは,立 継 の た め に選 ば れ た対 象者 をい う。 『清 明 集 』も これ に関 し

て,当 時 の 法 令 を引 用 して い る。

「お よ そ子 が な い場 合 は,同 宗 の昭 穆 相 当 の者 を養 育 す る こ とをゆ るす」

(247頁)

「異 姓 で も,引 き取 って養 子 にす る こ とを ゆ るす,肉 親 の 子 の 法 に依 る」

(220頁)

「お よ そ三歳 未 満 の 捨 子 を引 き取 っ て養 子 にす る こ とは,異 姓 とは い え肉

親 の子 孫 の法 に依 る」(214頁)

出継 者 が幼 児 か 成人 か にか か わ らず,そ の決 裁 は一 般 に み な そ の 父母,あ

る い は祖 父母 に よっ て行 わ れ る。 「(財産 を)奪 い取 ろ う と企 て 」,厚 顔 に も争

い を起 こす 者 は,ほ とん どが そ の 父母 で あ る。

出継者 は 「除 動 が済 む とす ぐに,家 の財産 を継承 す る権利 を賦与 され,

同時 に,父 母 あ るい は祖 父 母 に対 して,生 きて い る うち は仕 え,死 ぬ と埋 葬

す る とい う義務 を負 う こ とに もな る。
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(三)立 継 と命継

宋代 にお いて,立 継 と命継 には区別 が あった。 『清 明集』の書判中 には この

ことについて明確 な説明が な され てい る。

「立継 とは,夫 が亡 くな り妻 が残 った場合,後 継 ぎが絶 えれ ば,そ れ を立

てるの は妻 の意 向 に従 うべ きで あ るこ とをい う」(266頁)

「立継 の場合 は,子 が父 の持 ち分 を相続 す る時の法規 と同 じで,そ の財産

をそっ くり全部与 えるべ きで ある」(266頁)

「命継 とは,夫 婦 が どち らも亡 くなった場合,後 継 ぎについての命令 は,

近親 の尊長 に従 うべ きであ るこ とをい う」(266頁)

むすめ

「命継 な らば,在 室(未 婚)や 帰 宗(出 戻 り)の 女 た ちが い ない場合 で

も,家 財 の三分 の一 を手 に入れ るだ けであ る」(266頁)

命継 の,立 継 と明 らか に異 なる ところは,命 継 によって立 て られた者 はた

だ祖先 を祭祀す るだ けで,「(父 母 あ るいは祖父母 が)生 きてい るうち は仕 え,

死ぬ と埋 葬 する」 とい う義務 が ない ことだ。 それゆ え享 受す る権利 もそれ相

応 に少 ない。 これに関連 して 《命継 は立継 と同 じでない こと》(266頁,以 下

《 》に よって判決文 の タイ トル を示す)か ら例 を挙 げ る。 内容 は大体 以下 の

通 りであ る。

江東老 に は,劉 員,斉 孟,斉 戴 とい う三人 の息子が いたが,次 男斉 孟,三

男斉戴 には後継 ぎがなか った。一族 の江淵 は,す で に自分 の一子 に斉孟 の後

を継がせ ていたが,別 の一子瑞 に斉戴 の後 を継 がせ よ うとした。 そ うなれ ば

「江東老一 門の財産 は,江 淵が二家分 を手 に入れ る こ とにな る」。族長 らは こ

れ に不満で,族 人江超 の子禧 に斉戴 の後 を継が せ るよう訴訟 を起 こした。

この事件 の判決 は,「江禧が継 ぐの は,昭 穆が順 当で はな く,事 実 として立

て るべ きで はない」 「江瑞 を立 て るには,命 継 として議論 すべ きであ る」「家

財 の三分 の一 を手 に入 れるだけであ る」「族 長 を選 んで,そ の収支 をつか さ ど
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らせ,官 が 監 査 す る。 江瑞 が成 人 す る の を待 っ て,彼 に与 え,江 淵 は干与 で

きな い よ うに す る」(266頁)と い う もの で あ る。

判 決 は さ らに,「 命 継 に つ い て は,正 規 の条 文 が 存 在 して い る。 関 係 官 庁

は,法 令 を遵 守 す る こ と しか知 らな い が,親 族 の 方 は,情 が か らんで くる。

情 と法 の どち ら も尽 くして こそ,は じめ て,生 きて い る者 も,死 ん だ者 も,

そ れ ぞれ に しか る べ き落 着 場 所 を得 るの で あ る」(265頁)と 述 べ,こ の くだ り

は,法 令 と習 俗 の 関係 を反 映 させ て い る。 す な わ ち,法 を執 行 す る者 は,法

に依 拠 す るだ けで な く,伝 承 され た 習 俗,す な わ ち家 族 関係 や 一族 の人 び と

の 間 の感 情 な どに も気 を配 らね ば な らな い こ とを言 って い る。

系譜①

江劉員

江斉 孟

… … 〔△〕(夫 は死亡 ,妻 は健 在,立 継 を行 った)

… … 〔江 瑞 〕(夫 ・妻 と もに死 亡 ,命 継 の判 決 が 下 る)

轡
江超 一 仁

江禧(族 長は江_斉 戴を継がせた__頂
当 で は なか った)

上記系譜 において,[=]は 故人,○ は具体的 な人名 の記 されていない者,△ は次子以下

の諸子,… …は立継 あ るい は命継,〔 〕は出継者 をあ らわ し,以 下 の系譜 において も

同様 である。

(四)後 継 ぎに立 て られ よ うと争 うこ とと 「双立」

習俗 の慣例 と関連 す る法令 によ り,立 継 は祖 父母,父 母 に よって主宰 され}
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族人 は関与 す る権利 を持 た ないが,命 継 の場合 は尊親(目 上 の親族)や 族長

が決裁 す る事 になってい る。

後継 ぎに立 て られ よう と争 う悪習,す なわ ち立継 習俗 の不均衡 な発展 は,

封建 的 な族権(宗 法制度下 にお ける,族 長 の一族 に対 す る支配権 力や,家 長

の家族 に対 す る支 配権 力 をい う)の 悪性膨 張で あ り,ま た封建倫理道徳 の最

大 の皮 肉で もあ る。争 いを起 こす者 は,常 に某人 の祭祀 のため とい う名 目で,

「とりあえず,公 とい うこ とにか こつ けて粉飾 し」(270頁),「 も とか ら家庭 の

情誼 を篤 くするので はない」(229頁)「 そのふ だん垂誕 す る所 の財産 を奪 い取

るた めだ けに」(221頁),己 の子孫 を以 て他人 の家財 を占拠 す るので ある。 ま

さに 『清明集』の判決 中 に指摘 され てい るように,「 財産 はその争 い合 う禍根

であ る」(361頁)。

後継 ぎに立 て られ よ うと争 い を起 こす者 は,後 継 ぎの ない家 の近親,遠 縁,

尊長,女 婿,す で に異姓 の養子 になってい る者 な どで ある。 ひ どい場合 には,

「異姓 を養 うべ きで はないを口実 に して」(201頁),立 継 してず いぶ んたつ養

子 を追 い出 し,自 分 の子孫 をそれ に替 え よう と謀 った者 もいる。以 下,具 体

的な例 を見てみ よう。

1,近 親者が後継 ぎに立 て られ よう として争 う様子 は,《生 前 に養子 を とる》

(245頁)に 見 られ る。

丁一之 は生前,王 安 の まだ3歳 に満 たない子 を養子 に した。一之 が亡 くな

る と,弟 用之が 自分 の子 を一之の後継 ぎに しよう とした。

判 決 は,「 一之 が生前 に養育 した者 は実子 と同 じであ る」 「用之 は くちば し

系譜②

丁一之

…一一一3歳未満の王安の子 を立てる

李氏

丁用之O
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を入 れ る こ とは出来 な い。 再 び訴 え て くれ ば処 罰 す る」 と述 べ て い る。

2,遠 縁 の 者 が 後 継 ぎ に立 て られ よ う と して争 う様 子 は,《 兄 弟 一 貧 一 富 が

立 継 の く じを引 く》(203頁)に 見 られ る。

瑞 之,容 之,詠 之 は葉 家 の三 兄 弟 で あ る。 瑞 之 が亡 くな った が,弟 た ち は

誰 も自分 の子 をその 後 継 ぎ に しよ う とせ ず に,「そ の子 を以 て秀 発 の後 継 ぎに

し よ う と争 っ た」。 原 因 は,遠 縁 の秀 発 が 「生 活 が や や裕 福 」で,実 兄 の瑞 之

は 「生 活 が苦 しい」 か らで あ る。

役 所 は,容 之 と詠 之 は 「肉 親 を捨 て,疏(縁 の秀 発)に 近 づ き」 「利 に従 い

義 を忘 れ た 」として,「 容 之,詠 之 を呼 び,当 庁 は慧,寄 の 二 名 を以 て,香 を

た き くじを引 か せ,… … 一 人 を瑞 之 の後 継 ぎ に,一 人 を秀 発 の後 継 ぎ にす る」

とい う判 決 を下 した。

系譜③

○一 橿 調
葉瑞之

葉某

孫氏 魁 幾
葉詠之一 「

葉寄

3,尊 長 が後 継 ぎ に立 て られ よ う として 争 う様 子 は,《 そ の財 産 を 目当 て に

自分 か ら尊 長 に な っ て実 の 孫 を他 人 の後 継 ぎ にす る こ と》(259頁)に 見 られ

る。

この件 を訴 え出 た の は 「自 らを尊 長 とす る」 呉 辰 で あ る。 呉 辰 の族 人 で あ

る呉 子 順,昇 父子 が い ず れ も亡 くな っ た の で,子 順 の妻 阿 張 は,持 参 のlx田

を手 許 にお い て,「 実 家 に も ど り余生 を送 る こ とに な っ た」。

そ こで 「(呉辰 が)張 氏(阿 張)の 二 人 の甥 が 田地 の 契約 書 と収 穫 物 を盗 み

取 った と訴 えた 」。阿張 が病 死 す る と,呉 辰 は また 子 の 君文 と ぐる に な って 悪

事 を働 き,「 その孫 鎮 老 を無 理 や り呉 昇 の後 継 ぎ に し よ う と した 」。
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族長の呉君至 は,「 残 ってい る田地 は張氏(阿 張)が 持参 した田で,呉 氏 の

財産 で はない」 と証 明 し,呉 辰 がでた らめに訴 え た こ とが明 らか になった。

この件 に関す る判 決 は,「葬儀 が終了 してか ら,一 族 中 よ り人 び との意 向 に

従 って誰 か一人 を選 んで後継 ぎに立 て,(祖 先の)祭 祀 を引 き受 け させ る」「呉

君文 の一家 には関与 させ ない」「呉君文 は杖 四十の刑 にあた るが,執 行 を猶予

し,再 び訴 えを起 こせば,そ れ を取 り消 して処罰 す る」で あった。

系譜④

呉子順

呉昇(絶)

阿張

… 呉君文一[
呉1老

4,女 婿が後継 ぎに立 て られ よ うとして争 う様子 は,《婿が争 って後継 ぎに

立 て られ よ うとす る》(212頁)に 見 られ る。

戴贈 には実弟戴盛 がいたが,「戴盛 は結婚 しなか ったので子が な く,生 まれ

て間 もない陳亜六 を養子 に して養育 していた。不幸 に もま もな く戴盛 が亡 く

なった」。

戴贈 の女婿徐文挙 は,「分不相応 の欲求が芽生 え」,「次男 を戴盛 の後継 ぎに

す る ことを,妻 の一族が許 さない とい って訴訟 を起 こし」,妻の一族 に対 して

デマ を飛 ば して中傷 した。戴 贈 は 「憤 然 と して」「女 婿 の非 を しき りに訴 え

系譜⑤

⊥蕪感
W‾J-⊥ ⊥△

『名公書判清明集』に見る中国宋代の 「立継」習俗123



た」。

判決 は,徐 文挙 は 「妻 の一 族 を仇敵の ようにみな し,妻 の父 を赤 の他人 の

ように扱 い,な お幼子 を妻 の叔父 の後継 ぎに しようとす るのか?し か も(他)

人 の後継 ぎを廃 して己 の子 を立 てる こ とを欲 す る とは,こ の ような法 があ る

だ ろ うか?… …徐文挙 は杖刑八十 に処 す。再犯 すれ ば,別 に処罰 す る」 と

い うもので ある。

5,す で に異姓の養子 となってい る者 が後 継 ぎに立 て られ よ うとして争 う

様子 は,《 争 って後 継 ぎに立 て られ よう とす る者 は立 て るべ きで はな い》(211

頁)に 見 られ る。

張介然 は亡 くな ったが,妻 劉氏 は生存 してい る。長男迎 は陳氏 を嬰 ったが,

早 く亡 くな り子が なか った。

族人 張達善 は,「叔 父の張迎 には後 継 ぎが ない,自 分が昭穆が順 当で,今 そ

の後 を継 ぐべ きで あ る と称 し」訴訟 を起 こした。

劉氏 は 「張達善 を立 て る ことを望 まず」,な ぜ な ら 「(張達善の)生 母が鄭

医 に嫁す るのに随 い……(張 達善 は)遂 に鄭氏 の子 となった」か らで ある と

述べ た。

判決 は,「今劉氏 が息子の嫁 を扶育 す るに,孫 を立 て るを欲 す るか否 かはそ

系譜⑥

〔張 達善 〕
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の意思 に従 うべ きで ある。」,ま た張達善 は 「仇 敵の如 く相手 を攻 め るか らに

は,い った い どの面 さげて(相 手 の)子 弟 としての役 目を果 たせ る とい うの

か?」 「張達善 は杖刑八十 に処 す。再犯 すれ ば,別 に処罰 す る」とい うもので

あ る。

6,「 双 立」 とは,す なわち後継 ぎに立 て られ よう と争 い を起 こす本人が,

あ るい はその子孫 を,す で に立継 を行 った家 に無 理や り入 り込 み,あ るい は

入 り込 ませ,先 に立 て られ た若干年 の養子 と並 び,財 産 の半分 を継承 す る権

利 を奪 い取 ろ うとす る もので ある。役所 が双立 と判 決 を下 した場合,実 際 に

は この ような悪 習 に対 してその場逃 れで,な すが ままに しておいた とい うこ

とにな る。

あ る者 は負欲 に自分の 目的 を実現 し,ま たあ る者 は,自 分 は失敗 して罰 を

受 けて も,族 人 のた めに双立 の機会 をつ くって無 理や りその権利 を得 させ,

双立 を受 け入 れ るよ う強制 され たなんの罪 もな い家 に,被 害 を与 えた。 この

ような様子 は 《母 の命ず る子 と同宗 の子 を双立 す る》(219頁)に 見 られ る。

黄姓一族 には,廷 珍,廷 新,廷 吉,廷 寿 の四人 の兄弟が いた。廷珍 と廷 吉

は 「互 い に往来 せず」,廷 吉 が亡 くなった時 も廷珍 は弔問 に行 か なか った。

廷吉 が亡 くなった時,妻 の毛氏 は23歳,そ の年 に3歳 にな らない親戚 の子

黄療 を養子 に立 てた。廷新,廷 寿 は黄榛 を養子 に立 てる こ とに賛成 し,彼 に

対 して 「教 師 を招 いて教育 し,結 婚相手 を選 んでや った」。

十八年後,廷 新,廷 寿が相次 いで亡 くな った。廷珍の子漢龍 は 「しき りに

訴訟 を起 こ し」,「黄榛 を追 い払 って 自分 を立て る ことよう要求 した」。

役所 は,「 これ を以 て多 くの黄姓 の人 の意を満 た して,そ の訴 訟 を止 め る」

ため に,「双 立」とい う判決 を下 し,廷 新,廷 寿 の子 の中か ら一人 を選 ぶ よ う

毛氏 に命 じたので,廷 新の子 萬龍が黄藻 と並んで養子 に立 て られた。

「しき りに訴訟 を起 こした」漢龍 は 「杖刑百」の罰 を受 けたが,毛 氏 の 「夫

の亡 き場合 は妻 の意 に従 う」 とい う立継 の権利 も,結 局 は否定 されて しまい,

養子 になってすでに十八年経つ黄藤の合法的な継承権 も半分剥奪 されて しまった。
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系譜⑦

響 モ1灘 鰻 欝 と　 生　 き競
黄廷 新(黄 療 を立 て るこ とを支持)

徐氏

黄廷 吉

… … 一〔黄i榛〕(親 戚 の子 ,3歳 以 下)

毛氏

黄廷 寿(黄 榛 を立 て るこ とを支持)

018年 後

黄1琴モ1

漢龍
0

黄萬龍

△

△

'一 一… 〔黄 榛 〕(養 子 に な っ て18年 経 つ)

〉併 立
一… 一一一〔黄 萬 龍 〕

毛 氏

0

以 上 の諸 例 を ま とめ て み る と,後 継 ぎ に立 て られ よ う と争 い を起 こす者 は,

いず れ も 「そ の傍 らで よだ れ を垂 ら し,筋 道 の通 らな い こ とを顧 み ず,た だ

財 産 利 益 を盗 み取 る こ とだ け を考 え,孤 児 と寡婦 を欺 か ん と,事 を起 こ し謀

りご とを め ぐらせ た」(247頁)こ とが わか る。
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(五)法 令の執行者 と立継

『清明集』 の第一篇,真 西山の 「盗 目呈両通判及 び職曹 官」の 中で,「 けだ
まつ りごと

し,政 を為す根本 は,ま ず徳 に よって教 化す る ことにあ る と聞 き」,「今 もと

の俗 に もとつ いて,善 に導 くことを欲 し」,「不幸 に して過 ちが あれば,改 め

て気分 を一新す る こ とを許 し,古 い習慣 に とらわれて はな らず」,「訴訟 を聞

く際 に至 って は,尤 も名分 を正 し,風 俗 を厚 くす るこ とを主 としなけれ ばな

らず」,「この意 を推 し広 めて,民 衆 に達 す る ことは県令 の責任 で ある」 と,

法令 の執行者 の任務 と責任 を明確 に してい る。

いわ ゆ る 「名分 を正 す」 とは,明 らかに封建 宗法 制度の 「名分」 であ り,

「風俗 を厚 くす る」 とは,封 建 的 な礼教(礼 儀 に関す る教 え)を 擁護 す る 「風

俗 」で ある。 しか し,当 時 の社会 的条件下 でa一 部 の公正 で正直 な官吏が法

令 を執行 す るにあた り,孤 児 や寡婦,幼 い者,弱 者 を保護 し,一 定程度 良俗

を育成 し,同 時 にみだ りに訴訟 を起 こす悪 党 に打撃 を与 え,悪 い習俗 が はび

こるの をい くぶん抑 制 した こと も否定 で きない。 しか るに,一 部 の官吏 は決

して法令 を厳守 せず,勝 手 に軽率 な判 断 を下 して,悪 党の凶悪 な気炎 を助長

し,悪 い習俗が蔓延 す るま まに したの も事実 であ る。

立継 問題 の判決 に よ り,以 下の三種 類 の情況 があ った といえる。

1,立 継 者の権利 を守 った と同時 に,し き りに訴 訟 を起 こす悪党 に打撃 を

与 え,「 孤 児寡婦 をい じめる」悪 い習俗 が はび こるの を抑 制 した。 その様 子

は,上 述 の《生前 に養子 を とる》《その財産 を目当 てに自分 か ら尊長 にな って

実 の孫 を他人 の後継 ぎにす る こ と》《争 って後継 ぎに立 て られ よう とす る者

は立て るべ きで はない》 な どの判決 に見 られ る とお りで ある。

2,も との法令執行者 の過 ちを指摘 し,誤 った判決 を正 し,立 継者 の権利

を守 った。 この様子 は《夫が亡 くなって も養子 が いれ ば戸絶 とはい えぬ こと》

(273頁)に 見 られ る。
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この事件 の内容 はつ ぎの通 りであ る。「丁 昌は在命 中,3歳 にな る以前 の子

どもをすで に養育 していた」。丁 昌の死後,そ の妻 阿甘 は接脚夫(再 婚 の夫)

を(初 婚 の家 に)引 き入 れた。朱 先 は,丁 昌は 「戸絶」 であ る と訴 えた。林

知県(知 事)は 「これ を正すた め,除 附 しない法 を用い,」 「簡単 に丁昌 を戸

絶 として,そ の財産 をま とめて没収 した」。 この事件 を再審 した法令 の執行 者

葉憲 は,「 朱先 は無頼漢 で,… …戸絶だ とでた らめに告訴 した」として,林 知

県が誤 った判決 を下 した と決定 した。 それ ゆえ,改 めて 「没収 した もの を阿

甘母 子 に返還 させ る」 旨の判決 を下 した。

この判決 の中か ら,以 下の ことが わか る。

(1>阿 甘 に対 し,彼 女 の立継 の権 利 と財産継承 の権利 を守 った。判 決の 冒

頭,「 阿甘 は,現 在,i接 脚 夫 を引 き入れ てはい るが,3歳 になる前 に養子 に引

き取 った子 どもが いるか ら,戸 絶 で ない ことは明 らかで ある。県 に命令文 を

送 って没収 した もの を阿甘母子 に返 還 させ る」 と明文 をもって命令 し,同 情

的 な態度 で 「婦人が身 の寄せ所 が な くな り,養 子 をとって前夫 の跡 を継 がせ,

自分 の身 を後夫 に托 す とい うの は,こ れ また当然考 え られ る範 囲の行 動で,

法律上,禁 止 の明文 は まった くない」 と指摘 して いる。

② 林知 県の誤 った判決 を調責 した。 その悪 を憎 む心情 は 「異姓で も3歳

未満 の子 どもを引 き取 って養子 にす る ことは,法 律で明確 に これ を許 してい

る。 もし同姓か らな らば,そ の来歴 は全 く問題 な く,ど うして"除 く"こ と

な どあろ うか」 「(林知 県 は)丁 昌の妻子 の もとか ら(財 産 を)奪 って,謳 告

した無頼漢 たち に役立 たせて しまった」「お上 とて も,僅 かな利益 に目が くら

み,義 理 をわ きまえず,法 令 に照 らさず,安 易 にそれ に従 って没収 して しま

った。上 も下 も利 を征 る とい う言葉 そ っ くりで ある」 とい う言葉 に溢れて い

る。

(3)朱 先 を激 し く非難 し,「朱先 は無頼漢 で,他 人 の子が幼 く,家 が あや う

い時 を うかが って,戸 絶 だ とでた らめに告訴 した」「本来罪 を受 けなければな

らないが,恩 赦 があ ったた め放 免す る」 とした。
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(4)こ の件 の係 りの者 に対す る懲罰 は,「本 役所 の判決 は,理 と法 に もとつ

いた もので あ り,」「本 県 は本役所 の後 の判決 に従 わず,み だ りに提挙司 の元

の文書 を持 ち出 し,不 当 に文書 をや りと りし,混 乱 してでた らめな上 申を し

た。承行人(係 りの者)は 杖刑八十 の罪 とす る」 とした。

3,立 継者 の権利 を剥奪 し,悪党 の なすが ままに させ,悪 い習俗 を助長 した。

先 に引用 した 《母 の命 ず る子 と同宗の子 を双立 す る》 は,立 継 者の権 利 の

一部 を剥奪 した例 で あ り
,以 下 に述 べ る 《孤 児寡婦 をい じめ る》 は孤児寡 婦

の立継 の権利 を剥奪 したばか りでな く,「利 に まどわ されて義 を忘 れ る」(229

頁)と 激 しく非難 さえ して い る例 であ る。

この事件 の内容 は,次 の通 りであ る。尤彦 輔 は尤彬 の弟 だが,兄 とはす で

に数十年 も別 れて暮 らし,「ずいぶん以 前か ら,兄 弟の感情 を持 っていなか っ

た」。

尤彬 には一人娘が いたが息子 はなか った。尤彦輔 は尤彬 が重病 になった と

き,そ れ に乗 じて自分 の孫 であ る栄 寄 を無 理や り兄 の後継 ぎに した。0年 後,

尤彬が亡 くな り,尤 彦輔 は また訴訟 を起 こ した。

「そ こで,彬 の妻阿 陸 は心 に不平 を抱 いていたので,田 地八畝,銭 千繕,家

屋 一カ所 を分 け出 して,栄 寄 に与 え,そ の生 まれ家 で養育 され るよ うに彼 を

帰 らせ た。 っい に,娘 百三娘 と一緒 に髪 を剃 って尼 にな り,家 屋 を捨 てて寺

とした。そ もそ も彦輔父子 の横領 の策 略 を絶 とう としたので ある」。彦輔 はま

た これ に対 して訴訟 を起 こ した。

法令 の執行 者 は,判 決 の中で 「彦輔 父子が他人 の もの を横取 りす る不正」

を明 らか に指摘 し,阿 陸が尼 にな ったわ けを 「実 に彦輔 父子が圧迫 を加 えた

せ いであ る」と述 べ,「 阿陸 はすで に八十歳 を越 え,そ の娘 も死 に,ひ と りぽ

っちで,真 に頼 る ところのない憐 れ むべ き者 であ る」 と言 って いる。 しか る

に,こ の事件 の判決 は強制的 に 「阿陸が尤氏 の後継 ぎを尽 く絶 てて,栄 寄 を

孫 として立 てな いの はいけない」 と命令 を下 し,阿 陸 に 「さらに現在 の田地

を再 び半分 に分 けて,尤 彬 の墓の修繕費 として,栄 寄 をその主 とし,こ の財
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産 の質入れ売却 を許 さない。今 か りに彦輔 父子 に責任 を持 たせて・ その孫の

た めに経営 し,彼 の成人 す るの を待 つ」 と告示 している。

この ように,阿 陸の 「夫が亡 くな り妻が生 きてい る者 は,そ の妻 の意 向 に

従 う」 とい う立継 の権利 は完全 に剥奪 されて しまった。 さ らに,阿 陸の 「身

の回 りの もの及 び残 った半分 の田地 は彼女の都合 に従 って,そ の身 を終 える」

とい う指示 を与 えてい るが,実 際 には,彼 女の 「妻 が夫の財産 を継承 で きる」

とい う財産継承権 は,す で にその大部分 が剥奪 されて しまってい る。

それ と同時 に,「 彦輔 父子 が他人の もの を横取 りす る不正」は,法 令 の執行

者の容認 の も と,か えって合 法的 な形 式 を得 て しまった。

とりわ けひ どいの は,判 決の 中で,結 局 の ところ罪 のない被害者 と邪悪 な

加害者 らを一緒 に し,こ れ を「彦輔 の不義の心,そ の誤 りは貧禁 にあ る」 「阿

陸の不義の心,そ の誤 りは吝齎 にあ る」「二人 の心 を責 め とが めれ ば,或 いは

貧禁,或 い は吝薔,も とよ り,利 にま どわ されて義 を忘れ た ものであ る」 と

とが めた ことで ある。

この よ うに是非 を混清 し,悪 党 の為 すが ままにさせ る判 決 は,悪 い習俗 の

蔓延 を助長 させ ないでい られ よ うか?

系譜⑨

尤彦輔一[

〔尤栄 寄〕

尤栄寄

(六)現 在 もなお残 っている立継習俗

上 述 の 内容 が,『 清 明集 』に反 映 され て い る南 宋 の 立 継 習 俗 の 大体 の あ ら ま
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しであ る。宋以後,元 ・明 ・清 を経 た近代 まで,立 継 の習俗 は長 い間衰 える

こ とはなか った。なぜ な ら,こ れ は一種 の民俗事象 であ り,絶 対 に孤立 した

もので はな く,そ の他 の家族 に関す る=習俗 と共存 していて,進 歩の緩慢 な農

業 経済 を基礎 とする伝統意識 や家族構造 とい う土壌 の 中に深 く根 を下 ろ して

い るか らで ある。

解放後,社 会 の巨大 な変革 に従 って,都 市 と農村 の家族構造 は新 しい形態

に変わ り,立 継習俗 もそれ に応 じて衰微 して きたが,別 にまだ途 絶 えたわ け

で はない。今 日に至 り,こ の古 い習俗 は伝承 的 な形式 で,あ るい はあ る種 の

変化 した形 式で,現 実生活 の中に まだ残 ってい る。筆 者 の見聞 した ところで

も,都 市 において は,父 母 と娘,女 婿 の共 同生活 がすで によ く見 か ける新 し

い風俗 とな ってお り,そ れ ゆえ立 継者 は きわ めて少 ない。 しか し,子 どもの

いない家で は,捨 て子 を引 き取 って育 て る者 もか な りお り,し か も女 児 を引

き取 る者が多 い。 なぜ な ら,中 国で は現在 「一人 っ子 政策」が実施 されて い

るため,生 まれ て きた女児 を捨 てて まで,男 児 を欲 しが る家庭 が あ るか らだ。

特 に農村 に この傾 向があ る。そ して1992年4月 に,中 国 で養子法 が発 布 され て

以 来,千 名以上 の中国人孤児 が,正 式 な法律 上の手続 きを経 て,北 米 および

ヨー ロ ッパ各国 の夫婦 に引 き取 られ,彼 らの 「立継 者」 となってい る。

農村 で は,地 区 によって習俗 の違 い もあ るが,一 般 的 に婿が嫁の家 に入 る

こ とはすで に普遍 的 に認 め られ ている。 同時 に,子 どもの ない者 も多 くが立

継 を希望 してい るが,そ の出発点 は多 くが労働 力 の必要 と 「老後 に備 える」

期待 にある。社会福祉事業が まだ発達 して いない地 区では,こ の ような習俗

が,伝 統 的 な観 念の影響 の上 に,民 間 にお ける一種 の 自己救済 の方法 として

続 けられて きたのだ。

農村で立継 を希望 す る子 どもの ない者 は,同 族 の下 の世代 の者 を選んで立

てた り,男 の捨 て子 を引 き取 って育 てた りして いる。裕福 な家 の場合,ひ ど

い場合 で は大金 を惜 しまず男児 を買 って養子 とす る者 もお り,古 い立継習俗

の 「生 きた化石 」 と言 って も言 い過 ぎで はない。
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立継習俗 は,今 後 もさ らに相 当長 い期間,継 承 され てい くであ ろう。

注

1)『 名 公書判清明集』付録七,陳 志超 の編 集,出 版 に関 する説明 を参照。1987年

1月,中 華書局。

2)『 名公書判清 明集 』静嘉堂本の 日本語版(梅 原郁訳注)が,1986年12月 に同朋

舎 よ り出版 されてい る。なお本文 中の系譜 図は,ほ とん どが これ に従 い,い く

らか補足 した もの もある。

3)「 同宗」は同 じ血統 の者 を指す。「支子」は本妻 の生 んだ長男以外の子,め か

けの子 を指す。

4)「 昭穆」は,簡 単 に言 えば,世 代 の順序 を指 す。梅 原郁訳 注の 『名公書判清明

集』6頁 注⑤ 参照。

5)中 国語版 『名 公書判 清明 集』(1987年 出版)よ りの 引用頁 数 をあ らわす。以

下,出 典 の明記 され ていない ものについて は同様 で ある。

6)宋 代 の蓑采著 『衰氏世範』の 「養子長 幼異宜」には,「 貧者が他人の子 を養 う

の は,幼 時が よい。 けだ し貧 者がすで に田畑家屋が ないな らば,晩 年 に養 って

よ く,唯 その子 に反 哺(子 が成 長の後,親 に養育 の恩 を返 す こ と〉 を望 むは,

幼時 よ り衣食扶 養 して以 て その心 を結ぶ ので な ければいけない」 とあ る。

7>「 除附」 は戸籍,帳 簿 な どで一方 を抹消 し,一 方 に記載 す るこ と。 ここで は,

戸籍 を移す ことと考 えて よい。梅原郁訳注 の 『名公書判清明集』13頁 注⑦ お よ

び68頁 参照。
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